
昭和⼆⼗三年法律第百四⼗号
化製場等に関する法律

第⼀条 この法律で「獣畜」とは、⽜、⾺、豚、めん⽺及び⼭⽺をいう。
２ この法律で「化製場」とは、獣畜の⾁、⽪、⾻、臓器等を原料として⽪⾰、油
脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場
として都道府県知事（保健所を設置する市⼜は特別区にあつては、市⻑⼜は区
⻑。以下同じ。）の許可を受けたものをいう。
３ この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、⼜は焼却す
るために設けられた施設⼜は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可
を受けたものをいう。

第⼆条 獣畜の⾁、⽪、⾻、臓器等を原料とする⽪⾰、油脂、にかわ、肥料、飼料
その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを⾏つてはならない。
２ 死亡獣畜の解体、埋却⼜は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設⼜は区域で、こ
れを⾏つてはならない。ただし、⾷⽤に供する⽬的で解体する場合及び都道府県
知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

第三条 化製場⼜は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を
受けなければならない。
２ 前項の規定により設けた化製場⼜は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他
都道府県（保健所を設置する市⼜は特別区にあつては、市⼜は特別区。第九条第
四項において同じ。）の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじ
め、都道府県知事に届け出なければならない。

第四条 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号
の⼀に該当するとき⼜はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛⽣上必要
な基準に適合しないと認めるときは、前条第⼀項の許可を与えないことができ
る。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書⾯をもつ
て、その旨を通知しなければならない。
⼀ ⼈家が密集してる場所
⼆ 飲料⽔が汚染されるおそれのある場所
三 その他都道府県知事が公衆衛⽣上害を⽣ずるおそれのある場所として指定す
る場所

第五条 化製場⼜は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければな
らない。
⼀ 化製場⼜は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を⼗分にする
こと。

⼆ こん⾍の発⽣の防⽌及び駆除を⼗分にすること。
三 臭気の処理を⼗分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛⽣上必要な措置。

第六条 都道府県知事は、公衆衛⽣上の⾒地から必要があると認めるときは、化製
場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、⼜は



当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に⽴ち⼊り、その構造設備及び前条
の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
２ 前項の規定により当該職員が⽴⼊検査をする場合においては、その⾝分を⽰す
証票を携帯し、且つ、関係⼈の請求があるときは、これを呈⽰しなければならな
い。

第六条の⼆ 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第四条
の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、⼜は化製場
若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第五条の規定による措置を講じていないと認
めるときは、当該化製場⼜は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、そ
の構造設備を第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な
措置を採るべきことを命じ、⼜はその管理者に対し、第五条の規定による措置を
講ずべきことを命ずることができる。

第七条 都道府県知事は、化製場⼜は死亡獣畜取扱場の設置者⼜は管理者が、前条
の規定による命令に違反したときは、第三条第⼀項の許可を取り消し、⼜はその
設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使⽤の制限若しくは禁⽌を
命ずることができる。

第⼋条 第⼆条第⼀項及び第三条から前条までの規定は、⿂介類⼜は⿃類の⾁、
⽪、⾻、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びそ
の製造の施設並びに獣畜、⿂介類⼜は⿃類の⾁、⽪、⾻、臓器等を化製場⼜はこ
れに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準
⽤する。

第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内におい
て、政令で定める種類の動物を、その飼養⼜は収容のための施設で、当該動物の
種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、⼜は収容しようとする者
は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。
２ 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が都道府県の条例
で定める公衆衛⽣上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与
えなければならない。
３ 第⼀項の区域が指定され、⼜は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物
の数が変更された際現に動物を飼養し、⼜は収容するための施設で、当該動物を
飼養し、⼜は収容している者であつて、当該指定⼜は変更により同項の許可を受
けなければならないこととなる者は、当該指定⼜は変更の⽇から起算して⼆⽉間
は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、⼜は収容
することができる。
４ 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、動物の種類及び数、施
設の構造設備の概要その他都道府県の条例で定める事項をその施設の所在地の都
道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第⼀項の許可を受けたものとみな
す。
５ 第五条から第七条までの規定は、第⼀項に規定する区域内において同項の政令
で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数
以上に飼養し、⼜は収容するための施設について準⽤する。この場合において、



第六条の⼆中「第四条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第九条第
⼆項の規定に基づく条例で定める基準」と、第七条中「第三条第⼀項の許可」と
あるのは「第九条第⼀項の許可」と読み替えるものとする。
６ 第⼀項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適⽤
しない。

第⼗条 次の各号の⼀に該当する者は、これを⼀年以下の懲役⼜は三万円以下の罰
⾦に処する。
⼀ 第三条第⼀項（第⼋条において準⽤する場合を含む。）の規定に違反した者
⼆ 第七条（第⼋条及び前条第五項において準⽤する場合を含む。）の規定によ
る命令に違反した者

三 前条第⼀項の規定に違反した者

第⼗⼀条 左の各号の⼀に該当する者は、これを⼀万円以下の罰⾦⼜は拘留若しく
は科料に処する。
⼀ 第⼆条（第⼋条において準⽤する場合を含む。）の規定に違反した者
⼆ 第六条第⼀項（第⼋条及び第九条第五項において準⽤する場合を含む。）の
規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、⼜は当該職員の⽴⼊検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第⼗⼆条 法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者が、
その法⼈⼜は⼈の業務に関し、前⼆条の違反⾏為をしたときは、⾏為者を罰する
外、その法⼈⼜は⼈に対しても、各本条の罰⾦⼜は科料を科する。

附 則 抄

第⼗三条 この法律は、昭和⼆⼗三年七⽉⼗五⽇から、これを施⾏する。

第⼗四条 この法律施⾏の際、現に従前の命令の規定により許可を受けて、へい獣
取扱場⼜は化製場を設けている者は、これを第三条第⼀項の許可を受けたものと
みなす。

第⼗五条 昭和⼆⼗三年⼀⽉⼀⽇からこの法律施⾏の⽇までに、新たにへい獣取扱
場⼜は化製場を設け、この法律施⾏の際現にこれを経営している者は、この法律
施⾏の⽇から⼆⽉間は、第三条第⼀項の規定にかかわらず引き続きこれを経営す
ることができる。
２ 前項の規定に該当する者は、この法律施⾏後⼆⽉以内に、都道府県知事にその
旨を届け出なければならない。
３ 前項の届出をした者は、第三条第⼀項の許可を受けたものとみなす。

附 則 （昭和⼆五年三⽉⼆⼋⽇法律第⼆六号）

この法律は、昭和⼆⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （昭和⼆⼋年⼋⽉⼀⽇法律第⼀⼀四号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から施⾏する。



附 則 （昭和三⼀年六⽉六⽇法律第⼀三⼀号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から起算して三⼗⽇を経過した⽇から施⾏する。

（経過規定）
２ この法律の施⾏の際現に⿂介類（⿂類を除く。以下同じ。）の⾁、⽪、⾻、臓
器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設⼜は化製
場若しくはこれに類する施設に供給するために⿂介類の⾁、⽪、⾻、臓器等を貯
蔵する施設を設けている者は、この法律の施⾏の⽇から起算して六⼗⽇間は、こ
の法律による改正後の第⼋条において準⽤する第三条第⼀項の規定にかかわら
ず、引き続きその施設を経営することができる。

３ 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道
府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第
⼋条において準⽤する第三条第⼀項の許可を受けたものとみなす。

附 則 （昭和三四年四⽉⼀⼋⽇法律第⼀四三号）

（施⾏期⽇）
１ この法律は、昭和三⼗四年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

（経過規定）
２ この法律の施⾏の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第九条第⼀項
⼜は第⼆項の規定による届出をして同条第⼀項各号に掲げる動物を飼養し、⼜は
収容するための施設を設けている者は、この法律の施⾏の⽇から起算して⼆箇⽉
間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律（以下「新法」という。）第九条第
⼀項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、⼜は収容する
ことができる。

３ 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚⽣省令の定めるとこ
ろにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、そ
の者は、新法第九条第⼀項の許可を受けたものとみなす。

４ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。

附 則 （昭和三七年九⽉⼀五⽇法律第⼀六⼀号） 抄

１ この法律は、昭和三⼗七年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、こ
の法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分、この法律の施⾏前にされた申請に係る⾏
政庁の不作為その他この法律の施⾏前に⽣じた事項についても適⽤する。ただ
し、この法律による改正前の規定によつて⽣じた効⼒を妨げない。

３ この法律の施⾏前に提起された訴願、審査の請求、異議の申⽴てその他の不服
申⽴て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施⾏後も、なお従前
の例による。この法律の施⾏前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下



「裁決等」という。）⼜はこの法律の施⾏前に提起された訴願等につきこの法律
の施⾏後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とす
る。

４ 前項に規定する訴願等で、この法律の施⾏後は⾏政不服審査法による不服申⽴
てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適⽤につ
いては、⾏政不服審査法による不服申⽴てとみなす。

５ 第三項の規定によりこの法律の施⾏後にされる審査の請求、異議の申⽴てその
他の不服申⽴ての裁決等については、⾏政不服審査法による不服申⽴てをするこ
とができない。

６ この法律の施⾏前にされた⾏政庁の処分で、この法律による改正前の規定によ
り訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていな
かつたものについて、⾏政不服審査法による不服申⽴てをすることができる期間
は、この法律の施⾏の⽇から起算する。

８ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。

９ 前⼋項に定めるもののほか、この法律の施⾏に関して必要な経過措置は、政令
で定める。

附 則 （昭和四⼆年⼋⽉⼀⽇法律第⼀⼆〇号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から施⾏する。

３ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。

附 則 （昭和四五年⼀⼆⽉⼆五⽇法律第⼀三七号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して九⽉をこえない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。

附 則 （昭和五四年⼀⼆⽉⼆五⽇法律第七〇号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第⼀条から第四条まで及び次項から附則第四項まで 公布の⽇から起算して六
⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇

（経過措置）
２ 第⼀条から第四条までの規定の施⾏前に都道府県知事がした許可等の処分その
他の⾏為⼜はこれらの規定の施⾏の際現に都道府県知事に対して⾏つている許可
の申請その他の⾏為で、これらの規定の施⾏の⽇以後において保健所を設置する
市の⻑が管理し、及び執⾏することとなる事務に係るものは、これらの規定の施



⾏の⽇以後においては、保健所を設置する市の⻑のした許可等の処分その他の⾏
為⼜は保健所を設置する市の⻑に対して⾏つた許可の申請その他の⾏為とみな
す。

３ 第四条の規定の施⾏の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関す
る法律（次項において「旧法」という。）第三条第⼆項の規定による許可を受け
ている者は、第四条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律（次項に
おいて「新法」という。）第三条第⼆項の規定による届出を⾏つたものとみな
す。

４ 第四条の規定の施⾏の際現に旧法第三条第⼆項の規定により⾏われている許可
の申請は、新法第三条第⼆項の規定による届出とみなす。

９ この法律（附則第⼀項各号に掲げる規定については、当該各規定）の施⾏前に
した⾏為及び附則第六項⼜は第七項の規定により従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従
前の例による。

附 則 （昭和五⼋年⼀⼆⽉⼀〇⽇法律第⼋三号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀及び⼆ 略
三 第⼗四条、第⼗六条、第⼗九条及び第⼆⼗条の規定、第⼆⼗⼆条の規定（診
療放射線技師及び診療エツクス線技師法第⼗⼆条から第⼗五条までの改正規定
を除く。）並びに第五⼗条の規定並びに附則第四条、第五条、第⼗七条及び第
⼗⼋条の規定 昭和五⼗九年⼗⽉⼀⽇

（へい獣処理場等に関する法律の⼀部改正に伴う経過措置）
第四条 第⼆⼗条の規定の施⾏の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等
に関する法律（以下この条において「旧法」という。）第三条第⼀項（旧法第⼋
条において準⽤する場合を含む。）⼜は第九条第⼀項の許可を受けてへい獣処理
場若しくは旧法第⼋条に規定する施設を設け、⼜は動物の飼養若しくは収容を⾏
つている者については、昭和六⼗年九⽉三⼗⽇までは、第⼆⼗条の規定による改
正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の⼆（同法第⼋条及び第九条第五項に
おいて準⽤する場合を含む。）の規定は、適⽤しない。この場合において、旧法
第六条の⼆（旧法第⼋条及び第九条第五項において準⽤する場合を含む。）の規
定は、なおその効⼒を有する。

（その他の処分、申請等に係る経過措置）
第⼗四条 この法律（附則第⼀条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下
この条及び第⼗六条において同じ。）の施⾏前に改正前のそれぞれの法律の規定
によりされた許可等の処分その他の⾏為（以下この条において「処分等の⾏為」
という。）⼜はこの法律の施⾏の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりさ
れている許可等の申請その他の⾏為（以下この条において「申請等の⾏為」とい
う。）で、この法律の施⾏の⽇においてこれらの⾏為に係る⾏政事務を⾏うべき



者が異なることとなるものは、附則第⼆条から前条までの規定⼜は改正後のそれ
ぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるもの
を除き、この法律の施⾏の⽇以後における改正後のそれぞれの法律の適⽤につい
ては、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の⾏為⼜は申請等
の⾏為とみなす。

（再審査請求に係る経過措置）
第⼗五条 第⼗三条、第⼗六条⼜は第⼆⼗条の規定の施⾏前にされた⾏政庁の処分
に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第⼗九条の四、興
⾏場法第七条の三⼜はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再
審査請求については、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）
第⼗六条 この法律の施⾏前にした⾏為及び附則第三条、第五条第五項、第⼋条第
⼆項、第九条⼜は第⼗条の規定により従前の例によることとされる場合における
第⼗七条、第⼆⼗⼆条、第三⼗六条、第三⼗七条⼜は第三⼗九条の規定の施⾏後
にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。

附 則 （平成元年⼀⼆⽉⼀九⽇法律第⼋〇号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定め
る⽇から施⾏する。

（経過措置）
２ この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、
⼿続その他の⾏為は、この法律による改正後の化製場等に関する法律の相当規定
によりした処分、⼿続その他の⾏為とみなす。

（罰則に関する経過措置）
７ この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例に
よる。

附 則 （平成五年⼀⼀⽉⼀⼆⽇法律第⼋九号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、⾏政⼿続法（平成五年法律第⼋⼗⼋号）の施⾏の⽇から施⾏
する。

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
第⼆条 この法律の施⾏前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し⾏政
⼿続法第⼗三条に規定する聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述の
ための⼿続に相当する⼿続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合にお
いては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の⼿続に関しては、この法律に
よる改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）



第⼗三条 この法律の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前
の例による。

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
第⼗四条 この法律の施⾏前に法律の規定により⾏われた聴聞、聴問若しくは聴聞
会（不利益処分に係るものを除く。）⼜はこれらのための⼿続は、この法律によ
る改正後の関係法律の相当規定により⾏われたものとみなす。

（政令への委任）
第⼗五条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏に関して
必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成六年七⽉⼀⽇法律第⼋四号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から施⾏する。

（その他の処分、申請等に係る経過措置）
第⼗三条 この法律（附則第⼀条ただし書に規定する規定については、当該規定。
以下この条及び次条において同じ。）の施⾏前に改正前のそれぞれの法律の規定
によりされた許可等の処分その他の⾏為（以下この条において「処分等の⾏為」
という。）⼜はこの法律の施⾏の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりさ
れている許可等の申請その他の⾏為（以下この条において「申請等の⾏為」とい
う。）に対するこの法律の施⾏の⽇以後における改正後のそれぞれの法律の適⽤
については、附則第五条から第⼗条までの規定⼜は改正後のそれぞれの法律（こ
れに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後
のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の⾏為⼜は申請等の⾏為とみな
す。

（罰則に関する経過措置）
第⼗四条 この法律の施⾏前にした⾏為及びこの法律の附則において従前の例によ
ることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤に
ついては、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）
第⼗五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に伴い必要な経過措置
は政令で定める。

附 則 （平成⼀〇年五⽉⼋⽇法律第五四号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第⼀条中地⽅⾃
治法別表第⼀から別表第四までの改正規定（別表第⼀中第⼋号の⼆を削り、第⼋
号の三を第⼋号の⼆とし、第⼋号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九
号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第⼆⼗号の五の改正
規定、別表第⼆第⼆号（⼗の三）の改正規定並びに別表第三第⼆号の改正規定を
除く。）並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の⽇から施⾏する。



（政令への委任）
第九条 附則第⼆条から前条までに定めるもののほか、この法律の施⾏のため必要
な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成⼀四年三⽉三〇⽇法律第四号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で
定める⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める⽇
から施⾏する。
⼀ 第⼀条中地⽅⾃治法別表第⼀及び別表第⼆の改正規定並びに附則第⼗⼆条の
規定 公布の⽇

⼆ 略
三 第四条から第七条まで及び附則第⼗⼀条の規定 平成⼗五年⼀⽉⼀⽇

（罰則に関する経過措置）
第⼗⼀条 附則第⼀条第三号に掲げる規定の施⾏前にした⾏為に対する罰則の適⽤
については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）
第⼗⼆条 この附則に規定するもののほか、この法律の施⾏に伴い必要な経過措置
（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成⼀⼋年六⽉七⽇法律第五三号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （令和四年六⽉⼀七⽇法律第六⼋号） 抄

（施⾏期⽇）
１ この法律は、刑法等⼀部改正法施⾏⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第五百九条の規定 公布の⽇


